
 

 

第二次新上五島町特定事業主行動計画 

(前期計画) 

 

 
 

次世代育成支援のプログラム 

～仕事と子育ての両立推進～ 

 

 

 

平成２７年 3月 新上五島町 



１．はじめに 

 

 本計画を策定するにあたり、国においては、次世代育成支援を迅速かつ重点

的に推進するため、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」を制定し、

国、地方公共団体や企業は、同法に基づく１０年間の計画的・集中的な次世代

育成支援対策の推進を図ってきたところですが、町においても、平成１７年４

月に「新上五島町次世代育成支援プログラム」を策定し、平成１７年度からの

５年間を前期計画期間、平成２２年度からの５年間を後期計画期間として、次

世代育成支援対策に取り組んできました。 

 このように、国や地方公共団体等が、それぞれの取り組みを実施してきまし

たが、依然として少子化の流れが変わり、こどもが健やかに生まれ育成される

社会が実現したとまでは言えず、次世代育成支援対策の取り組みを充実してい

く必要があることから、国においては、次世代育成支援対策推進法の一部改正

を行い、同法の有効期限を１０年間延長しました。 

 こうした状況を踏まえ、新上五島町においても、現「新上五島町次世代育成

支援プログラム」を新たに「第二次特定事業主行動計画」と位置づけ、平成２

７年度から平成３１年度までの前期計画を策定し、これまでの取り組みをさら

に充実させ、職員の仕事と子育ての両立を目指して取り組んでいきます。 

 この計画の実践を通じて、職員一人ひとりが次代を担う子どもたちの誕生と

その健やかな育成の必要性を理解し、お互いに助け合っていく意識を持ち、「新

上五島町ワーク・ライフ・バランス労使宣言」をより一層推進し、子育てにや

さしい職場づくりを行っていきます。 

 

 

 

 

 

平成 27年 3月 20日 
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新上五島町農業委員会会長 

新 上 五 島 町 教 育 委 員 会 

 



２．計画の期間 

 次世代育成支援対策推進法の一部改正により、法律の有効期限が平成３７年

３月３１日まで、１０年間延長されました。 

 第二次新上五島町特定事業主行動計画（前期計画）は、その前半の期間であ

る平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間を計画期間とし

ます。 

 ただし、必要に応じて随時見直しを行います。 

 

３．計画の実施にあたって 

 行動計画は、原則として町長部局をはじめ議会、教育委員会、消防と各行政

委員会で働くすべての常勤職員を対象とします。 

 また、計画の推進にあたっては、特定事業主としての取り組みだけでなく、

全ての職員が、各々の立場で子育てやその支援に向けて、積極的に行動するこ

とが必要です。 

 具体的に、各任命権者の服務・庶務担当は、行動計画の実施状況を把握し、

その結果を町長部局の人事担当課に提出するものとします。人事担当課は、年

１回程度の課長会議等において、各職場の行動計画実施状況を点検し、その結

果を新上五島町職員次世代育成検討委員会に報告することとします。 

 課長会議等からの報告を受けて、新上五島町職員次世代育成検討委員会等で、

実施状況を把握し、必要に応じて具体的な行動計画の見直しを行います。 

 

４．具体的な行動計画 

 職員一人ひとりが、仕事だけでなく、家庭や地域生活などにおいても充実し

た時間を過ごすためには、「新上五島町ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭

の調和）」を意識しながら、日頃の業務に取り組むことが必要です。 

 また、５町合併から１０年を経過した現在でも、職場環境の変化などにより、

従来と違った新たなストレスに悩まされている職員も少なくありません。 

 このようなことから、支世代育成のためには、「職員一人ひとりの心の健康」

が必要であります。その対策として、メンタルヘルスへの関心・知識に対する

研修等の実施などを個別行動計画に含めます。 

 

■行動計画のスケジュール  

前期行動計画〔H27 年度～３１年度〕 後期行動計画〔H３２年度～３６年度〕 

  第 1段階   第２段階   第３段階   第４段階 

・検討 ・ソフト面の確立 ・前５年のチェック ・体制の確立 

・職員の意識改革 ・ハード面の検討 ・制度面の検討  



■行動目標 

 

実施目標１：地域行事、学校行事等への参加 

 子どもに接する機会や理解する場が少なくなってきていることから、授業参

観などの学校行事や、地域における子育て支援活動に、積極的に参加し、貢献

できるよう支援していきます。 

 目標値；年間 ２回  達成率 ８０％ 

 

実施目標２：定時退庁マイホーム活動 

 職場環境の変化や事務量の偏りなどから、職員の時間外勤務が常態化してい

る職場の改善に向けて、本町においては、毎週水曜日を「ノー残業デー」とし

ていますが、水曜日の実施が難しい職場においては、所属長が、職場の状況に

応じた曜日を「ノー残業デー」として設定するなど、週１回の「ノー残業デー」

を徹底し、時間外勤務縮減に努めます。 

 目標値；毎月第１・第３水曜日 達成率 １００％ 

 

実施目標３：育児の日(毎月１９日）の前後を含め年次有給休暇取得 

 時間外勤務縮減をはじめ事務の改善をはじめ、ワーク・ライフ・バランスの

観点から年次有給休暇の取得の促進に取り組みます。 

 目標値；毎月１回 達成率 ８０％ 

 

実施目標４：土・日曜日を含めた３連休の取得 

 土・日曜日の前後の金曜日又は月曜日の年次有給休暇取得を啓発するととも

に、余暇を活用した旅行や家族サービスを奨励します。 

 目標値；年間３回 達成率 ８０％ 

 

 以上の目標に向け取り組みを平成２７年４月から実施します。 

 

５．本行動計画の目標を達成するために 

 この行動計画の実施を通じて、職員の皆さんが次世代育成の重要性を認識し、

仕事と子育ての両立支援の対する様々な取り組みに積極的に参加し、次代を担

う子どもたちの健やかな成長に貢献することを期待します。 

 また、「新上五島町ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）」を推進

することにより、皆さんの過ごす時間が今よりもさらに価値のある、充実した

ものとなることを願っています。 

 



６．行動計画の位置づけ 

  本行動計画は、法の主旨を踏まえ、町全体の総合的な子育て環境の整備を

目的とした「子ども・子育て支援事業計画」をはじめ、男女共同参画に対する

意識高揚や男女がともに働きやすい環境づくり等を定めた「新上五島町第 2 次

男女共同参画基本計画」とも互いに連携するものです。 

 

 

 

 

 

         次世代育成支援対策推進法 

 

 

 

 

 

 

 

行動計画の位置づけ 

国の方針等 

≪行動計画策定指針≫ 

（次世代育成支援対策推進法第７条第１項） 

 国において地方公共団体及び事業主が行動計画を策定する際の指針を策定 

新上五島町 

【地方公共団体の計画の策定】 

（福祉部門） 

①都道府県行動計画 

②市町村行動計画 

『子ども・子育て支援事業計画』 

※平成２７年３月策定 

※平成２７年４月１日施行 

【事業主の行動計画の策定】 

（人事・労務担当部門） 

①一般事業主行動計画 

（企業等） 

※従業員１０１人以上：義務 

②特定事業主行動計画 

（自治体） 

新上五島町特定事業主行動計画 

【男女共同参画関係】 

『新上五島町第 2 次男女共同参画基本計画』 


